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監査意見書

私共i土、数立行波法人逮長l!l法第 19条第4項及び苦言38条第2壌の規定に基づき、独立行

政法人統計センターの平成20年4j[1日から平成21年3月 31日までの平成20年度

における事業報告審、財務諸表(すなわち、宝寺借対照表、損益計算審、キャッシュ・フロ

ー計算書塁、利益の処分に関する護書類(案)、行政サービス実施コスト計算繋並びに附康明細

書)、並びに予算の区分に従い作成した決算報告書事につき監査を実施した。

このみ事業報告著書、財務諸表並びに決算報告審(以下『財務誇表等jという。)の作成受任は、

独立行政法人の長にあり、私共致事の資任は、財務諸表等について意見を表明することに

ある。

私共は、独立行政法人に対する会計監査人の監査基準及びわが匿において一般に公正妥当

と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。これらの監査の基準は、財務諸表等に

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、独立

行政法人内部者による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表等の重姿な虚偽の表示をも

たらす要因となる場合があることに十分留意して計画し、試査を基礎として行われ、独立

行革士法人の長が採用した会計方針及び適用方法並びに独立行政法人の長によって行われた

見積もりの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。

私共は、業務執行の状況を知るために、通常、毎月開{議される役員会議に出席し必要に応

じて意見を述べた。

私共は、監査の結果として意見の表明のための合理的な基礎を得たと判断している。この

合理的な基礎には、私共が監査を実施した範屈においては、財務諸表等の重要な虚偽の表

示をもたらす独立行政法人内部者による不正及び誤謬並びに遼法行為の存在は認められな

かったとの事実を含んでいる。

なお、私共が実施した監査は、財務諸表等の箆要な虚偽の表示の要因とならない独立行政

法人内部者による不正及び誤謬又は違法行為の有無について意見を述べるものではない。

室主賓の結果、私共の意見は以下の遜りである。

(1)業務の執行は、法令に従い適法に行われているものと認める。

(2)事業報告著書は、当該独立行政法人の平成20年度に関する業務運営の状況を正しく表

示しているものと認める。



(3)財務諸表は、総務省が開催している独立行政法人会計基準研究会と財務省に設置され

た財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会公企業会計小委員会との共同ワ

ーキングチームによって、会社計算規則に規定する計算関係書類に対応するため見直

され、平成 19年 11月 19日に公表された改定 「独立行政法人会計基準J及び f独

立行政法人会計基準注解Jに準拠して作成されており 、当核独立行政法人の平成21 

年 3月 31日現在の財政状態、及び平成20年度の運営状況、キャ ッシュ ・フローの

状況、及び行政サービス実施コストの状況を適正に表示しているものと認める。

(4)利益の処分に関する書類(案)は、法令に適合しているものと認める。

(5)決算報告書は、当該独立行政法人による平成20年度の予算の区分に従って決算の状

況を正しく表示しているものと認める。
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